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５ 製品開発・品質管理に伴う化学分析 

６ トータルサニテーション管理 

７ 微生物に関する試験・調査 

８ 依託試験・研究・開発 

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析     

２ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定  

３ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

４ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 
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厚生労働省から、平成 13 年度の「簡易専用水道および飲用井戸等に係る衛生管理状況」の調査

結果が報告されました。 

検査対象となる簡易専用水道施設数は、194,278 施設でしたが、実際に年 1 回の定期検査を実施

したのは 165,034施設で、前年と同程度の84.9％の受検率でした。検査内容は、水質検査の他にも、

受水槽や高置水槽の本体および内部などの外観検査、書類等の保存状態など 22 項目について実

施されました。検査を受けて、何らかの不適合が指摘された施設は、70,816 施設（42.9％）でした。受

水槽の指摘内容として多かったのは、周囲の衛生管理の状態でした。 

一方、有効容量10㎥以下の小規模貯水槽施設での受検率は毎年かなり低く、今回も754,319施設

のうち 24,657 施設と、3.3％しか実施されていませんでした。不適合の指摘も 12,060 施設（48.9％）

で、簡易専用水道、小規模貯水槽両施設とも約半数が衛生管理に問題があることになります。小規

模貯水槽水道に関しては、現在 35 都道府県で条例などが定められていますが（埼玉県では平成 14

年まで、特に基準等は設けていません。）、今後の衛生管理の強化・改善が求められています。 

飲用井戸等では、水質検査で基準を超過した施設が 30,208 施設（35.6％）ありました。 
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